
うえだ保育園保護者説明会 議事録 

 

◆ 日 時 平成29年11月７日（火） 17時30分～18時10分 

◆ 場 所 うえだ保育園 

◆ 出席者 うえだ保育園保護者 11人 

      盛岡市子ども未来部子育てあんしん課 

      社会福祉法人わかば会 

◆ 内容等 

市⇒ 市役所（子育てあんしん課） 

法⇒ 社会福祉法人わかば会 

保⇒ 保護者 

 

【課長あいさつ】 

市 本日はお集まりいただきありがとうございます。また，日頃からうえだ保育園の運営に

もご協力をいただきありがとうございます。 

  さて，うえだ保育園の民営化につきましては，本年６月に保護者説明会を開催し，皆様

に民営化の概要や今後の進め方などを御説明いたしました。 

  その後，移管先となる法人の選定手続きを進めておりましたが，盛岡市立うえだ保育園

移管先法人選定委員会において移管先法人の候補者を選定し，うえだ保育園の移管先法人

を決定したところでございます。 

  本日の説明会では，うえだ保育園の移管先法人をご紹介するほか，これから開催してま

いります三者懇談会と今後のスケジュールにつきまして，担当職員から御説明申し上げま

す。また，うえだ保育園の民営化に関連し高松プール跡地の解体工事を実施することとし

ておりますが，その概要につきましても，担当職員から御説明申し上げます。 

  うえだ保育園の民営化につきましては，今後とも，保護者の皆様からご意見をいただき

ながら，また，保護者会の皆様の協力をいただきながら進めてまいりたいと考えておりま

すので，よろしくお願いいたします。 

 

【移管先法人について】 

 資料１に基づき市から説明 

 

【社会福祉法人わかば会あいさつ】 

 法⇒社会福祉法人わかば会理事長の鈴木と申します。 

   私どもの法人は，先ほど市からの説明にもあったとおり，岩手大学と岩手大学生協



職員の子どもを預かる無認可保育所の設立からスタートしています。当時は市内に延

長保育などを実施している保育所がなく，夕方少し遅くまで働こうとすると保育所に

一旦子どもを迎えに行った後に別の預け先を探さなければいけない状況で働くのが大

変だった。そこで，高松地区のアパートの一角を借りて，認可外の保育所を設立しま

した。これは，子どもの保育の環境をよりよいものにということはもちろん，働く女

性の権利を守りたいということで，こうした活動に至ったものです。また，当時はう

えだ保育園が高松地区にできる前でしたので，この地区にも保育所が必要だというこ

とで市への要望活動等も行わせていただき，その活動がこのうえだ保育園の設立にも

結びついています。 

 今回，うえだ保育園の移管に応募させていただいたのは，こうした経緯からこの上

田，高松地区が私どもの法人の出発点であるということが一つと，この場所でどうい

う保育ができるかを考えたときに，この地区は自然がとても豊かです。市街地にあり

ながら高松の池や，リンゴ畑などもある。わかば会が運営しているわかば保育園では，

年長児が園からこの高松の池まで遠足に来ます。保育士の先生たちが見つけた裏道の

ような，車の通らない道があって，そこを通ってくるのですが，とても豊かな自然を

感じられる場所だと思っていますので，この自然を生かした保育をぜひやらせていた

だきたいと考えています。 

 また，うえだ保育園は私どもが運営している，市の北側の松園の保育園と南側の本

宮保育園との中間点に位置していますし，近隣の岩手大学に新しくできる岩手大学と

岩手銀行の企業主導型保育所も私どもの法人が運営することになっていますので，各

園とも連携しながら保育にあたっていきたいと考えています。移管に向けて頑張らせ

ていただくのでよろしくお願いします。 

 

【三者懇談会の設置及び今後のスケジュールについて】 

 資料２に基づき市から説明 

 

【事前にいただいた質問と回答について】 

 資料３に基づき市から説明 

 

【質疑応答】 

   保⇒三者懇談会に参加できる保護者の範囲はどこまでですか。代表のみの参加となるの

か，それとも保護者が全員できるのでしょうか。より質の高い保育を目指していく

という面からも，できるだけ多くの保護者の考えを聞く機会としていただきたいが，

いかがでしょうか。 



   市⇒これまでの保護者説明会と同じく，保護者の方全員にご案内する想定です。参加い

ただける際はぜひ皆さまに参加いただきたいと思います。また，日程等の都合から

三者懇談会に参加できない場合でも，事前に質問をお預かりする機会を設けるなど

して，皆さまから御意見等をいただく機会とできるように努めたいと考えています。 

 

【高松プール跡地解体の概要について】 

 資料４に基づき市から説明 

 

【質疑応答】 

   保⇒保育園で行事がある際は砂利敷きの駐車スペースを使っていますが，今後，工事の

関係で使えなくなることはありますか。併せて，園庭が使えなくなる時期がありま

すか。 

   市⇒解体工事の際の資機材の置き場を砂利敷きの駐車場の一角に設ける関係で，工事期

間中は駐車場が少し狭くなる見込みですが，駐車場自体はこれまで通り，市立図書

館と保育園との調整が整えば利用できます。資機材置場がどの程度のスペースとな

るかについては，今後施工業者と協議の上で決定するので，決定後に皆さまにお知

らせしたいと考えています。 

     園庭については，来年度もこれまで通り使用することを前提に移管先法人の募集を

しており，わかば会からもその前提で提案をいただいています。新園舎の建設は現

在の高松プール跡地のスペースを基本に行う予定ですので，園庭は来年度も使用で

きます。ただし，新園舎の設計についてはわかば会で今後の作業となることから，

運動会等の大きな行事の際もこれまでと変わらないかたちで使用できるかについて

は，設計や工事手順がある程度固まらないと判断できない部分がありますので，ご

了承いただきたいと思います。日常の保育の中で園児が園庭を使用することについ

ては，大きな支障は生じない見込みです。 

 

【その他】 

市⇒説明会の概要については後日市のホームページに掲載しお知らせします。また，高

松プールの解体工事の詳細をご説明するため，後日改めて説明会を開催させていた

だきます。日程等は園を通じてお知らせいたします。 


